
JCR 認定登録カイロプラクター 

更新申請手続きのご案内 

 

更新日：2026 年 3 月 19 日 

 

更新申請は、認定登録の有効期間満了日（2026 年 4 月 30 日）の 1 か月前から受け付けます。更新申請

受付期間は、4 月 1 日から 5 月 31 日までとなります。更新が失効した場合、当機構名簿上の登録状況は

「認定登録」から「限定登録」へ変更されます。更新をご希望の方は、余裕をもってお手続きください。 

 

【手続きの流れ】 

 1 更新申請フォームの提出 

 2 当機構の審査（申請内容および単位取得を確認） 

 3 審査結果の通知 

 4 更新料の入金、更新手続き完了 

 5 認定登録証の発行  

（注）審査結果は申請から 3 週間以内にお伝えします。 

 

【更新申請フォームの種類】 

⚫ オンラインフォーム 

⚫ PDF フォーム（メールまたは郵送による提出） 
 

【受講証明書】 

⚫ 医療関連法規・広告法務倫理 各 1 回 

 

【単位修得証明書】 

（注）2026 年は単位修得証明書の提出は必要ありません。 

 

Q１. 認定登録カイロプラクターの更新申請に必要な書類を教えてください。 
 

A１. 申請に必要な書類は以下の通りです。 

第 1 種・第 2 種認定登録共通 

(1) 更新申請書  

(2) 受講証明書（必須科目）  

 

⚫ オンラインフォーム（PC 用）① https://www.secure-cloud.jp/sf/1704548111LmVKnONN 

⚫ オンラインフォーム（スマホ用）② https://www.secure-cloud.jp/sf/sp/1704548111LmVKnONN 

⚫ 第 1 種 PDF https://chiroreg.jp/wp-content/uploads/2026/03/jcrform_t1renewal.pdf 

⚫ 第 2 種 PDF https://chiroreg.jp/wp-content/uploads/2026/03/jcrform_t2renewal.pdf 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1704548111LmVKnONN
https://www.secure-cloud.jp/sf/sp/1704548111LmVKnONN
https://chiroreg.jp/wp-content/uploads/2026/03/jcrform_t1renewal.pdf
https://chiroreg.jp/wp-content/uploads/2026/03/jcrform_t2renewal.pdf


Q２. 認定登録カイロプラクターの更新申請書を郵送したいのですが、郵送先を教えてください。 
 

A２. 郵送をご希望の場合は下記の宛先までお願いします。 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-24-5-503 日本カイロプラクティック登録機構 

 

Q３. 認定登録の更新に必要な単位（必須科目）が取得できていません。更新は可能ですか。 
 

A３. 特例として、単位取得ができていない場合も更新の申請が可能です。ただし、今年中に前期までの

更新条件である必須科目 6 単位（医療関連法規および広告法務倫理）を取得してください。 

 

Q４. 認定登録カイロプラクターの有効期間が過ぎて認定登録証を失効してしまいました。再登録に必

要な手続きを教えてください。 
 

A４. 有効期間満了後の経過期間により、手続き内容が異なります。 

■ 有効期間満了日から 1 か月以内（更新期間内：5 月 31 日まで） 

・ 更新期間内は、通常の更新手続きを行ってください。 

・ 登録状況は「認定登録」のまま継続されます。 

・ 単位取得が未完了の場合、年内に単位取得を完了してください。 

(ア) 単位取得：受講証明書（必須科目）または資料冊子購入証明 

(イ) 更新料：10,000 円 
 

■ 有効期間満了日から 6 か月以内（10 月 31 日まで） 

・ 通常の更新手続きに加え、遅延料（5,000 円）が発生します。 

・ 以下の条件を 10 月 31 日までに満たした場合は、「認定登録」のまま継続されます。 

(ア) 単位取得：受講証明書（必須科目）または資料冊子購入証明 

(イ) 更新料：10,000 円 

(ウ) 延滞料：5,000 円 
 

■ 有効期間満了日から 6 か月経過後（11 月 1 日以降） 

・ 失効日から 1 年間（2027 年 4 月 30 日まで）は更新手続きができません。 

・ 登録状況は「認定登録」から「限定登録」に移行されます。 

・ 翌年 5 月 1 日以降、以下の条件を満たした場合に「認定登録」へ再登録が可能です。 

(ア) 単位取得：受講証明書（必須科目）または資料冊子購入証明 

(イ) 更新料：10,000 円 

 

Q５. 認定登録の区分変更（第 1 種から第 2 種へ移行）申請に必要な書類を教えてください。 
 

A５. 第 1 種認定登録カイロプラクターで JCR 登録試験に合格した方は、オンラインフォームもしくは

郵送にて、第 2 種認定登録カイロプラクターへの移行を申請してください。移行申請書は以下の URL か

らダウンロードが可能です。 

https://chiroreg.jp/wp-content/uploads/2023/10/jcrform_t2transfer.pdf 

https://chiroreg.jp/wp-content/uploads/2023/10/jcrform_t2transfer.pdf

